
判断項目
① ● ①農林水産物の加工や直売等のための機械・施設を整備する場合のみ （要領第３の７

（５）参照）

① ● ①「規模拡大」の場合

② ● ②「６次産業化」及び「園芸等複合化」の場合

③ ● ③「６次産業化」の場合

④ ● ④「園芸等複合化」の場合

⑤ ● ⑤「地域営農再編・強化」の場合

⑥ ⑥「６次産業化」及び「園芸等複合化」の場合

⑦ ⑦「規模拡大」の場合

⑧ ⑧「規模拡大」の場合

⑨ ⑨地域営農再編・強化計画で「生産コストの低減」を選択した場合

⑩ ⑩地域営農再編・強化計画で「販売額の向上」を選択した場合

⑪ ⑪地域営農再編・強化計画で「自動化・省力化」を選択した場合

⑫ ● ⑫「就業環境整備」の場合（年度内に新規雇用を予定している場合）

⑬ ● ⑬「就業環境整備」の場合

① ● ①「規模拡大」の場合

② ● ②「６次産業化」及び「園芸等複合化」の場合

③ ● ③「６次産業化」及び「園芸等複合化」の場合

④ ④「６次産業化」の場合

⑤ ⑤「園芸等複合化」の場合

⑥ ⑥「規模拡大」の場合

⑦ ⑦「規模拡大」の場合

⑧ ● ⑧「就業環境整備」の場合（年度内に新規雇用を予定している場合）

⑨ ● ⑨「就業環境整備」の場合

① ●

② 作付面積 ● ②「園芸の導入・拡大」の場合

③ 飼養頭数 ● ③「畜産の導入・拡大」の場合

④ ● ④「経営の多角化」の場合

① ●

② ● ②「コスト低減」の場合

③ ● ③「食味・品質等確保」で、採択基準2(2)アまたはイの場合
　（個別品種は必要に応じて報告すること）

④ ④「食味・品質等確保」で、採択基準2(2)アまたはイの場合

⑤ ● ⑤「食味・品質等確保」で、採択基準2(2)アまたはイの場合

⑥ ⑥事業主体（リースの借受者）が認定農業者の場合を除く
　（事業主体が農業協同組合の場合のみ）

⑦ ⑦「食味・品質等確保」で、採択基準2(2)アまたはイの場合

⑧ ● ⑧「食味・品質等確保」で、採択基準2(2)イの場合

⑨ ● ⑨「食味・品質等確保」で、採択基準2(2)イの場合

⑩ ● ⑩「食味・品質等確保」で、採択基準2(2)イの場合

⑪ ● ⑪「食味・品質等確保」で、採択基準2(2)イの場合

⑫

① 　

② ●

③

① ●

② ● ②大豆・そばは１・２等、麦は１等を記載

③ ●

④

① ● ※　小規模基盤整備は個別設定

② ● ②事業目的が出荷量拡大の場合（「出荷量＝目標出荷量－現状出荷量）

③ ● ③事業目的が高付加価化の場合（導入機械施設の内容に応じて個別設定）

④ ● ④事業目的が低コストの場合（導入機械施設の内容に応じて個別設定）

⑤ 注１ ⑤推進事業の場合

⑥

⑦

⑧

⑨

① ● ①規模拡大等の場合

② ● ②規模拡大等の場合

③ ● ③品質向上による生産性向上の場合

④ ● ④コスト低減による生産性向上の場合

⑤

⑥ ● ⑥公共牧場機能向上のための整備に係る「まき牛導入」の場合

⑦ ● ⑦「種雄牛導入」の場合

⑧ ● ⑧受精卵移植等に係る場合

⑨ ● ⑨受精卵移植等に係る場合

⑩ ● ⑩受精卵移植等に係る場合

⑪ ● ⑪家畜衛生・防疫施設整備に係る場合

① ●

② ●

③

① ● ①「施設整備」（堆肥舎等)の場合

② ● ②「施設整備」（堆肥舎等)及び「機械」（ホイールローダー、運搬車等）の場合

③ ● ③「機械」（ホイールローダー、運搬車等）の場合

④ ● ④「機械」（散布機械）の場合

⑤ ● ⑤「機械」（散布機械）の場合

⑥ ● ⑥推進事業及び「地域環境美化に係る機械施設」の場合

⑦ ● ⑦推進事業及び「地域環境美化に係る機械施設」の場合

⑧ ● ⑧環境負荷の低減を図る機械・施設整備の場合

① ● ①「販売拠点・販売促進機器等整備」の場合

② ●

③ ● ③「加工施設等整備」及び「地域食材活用飲食施設、機械整備」の場合

④

⑤

⑥

⑦ ⑦「加工施設等整備」及び「地域食材活用飲食施設、機械整備」の場合

① ● ①「林業生産振興施設等整備」及び「林業生産振興機械整備」の場合

②

③

④ 注１

注１

① ● ①再生可能エネルギーを活用した生産・貯蔵等の場合

② ● ②雪室等貯蔵施設整備の場合

③ ● ③再生可能エネルギーを活用した生産・貯蔵等の場合

④ ● ④バイオマス資源再生利活用の場合

導入機械･施設の実作業面積

作付面積

販売額

農業環境規範の取組

実績報告項目・達成率判断項目一覧 （令和８年度実施事業）

稼動日数

農業環境規範の取組

④～⑥「販売拠点・販売促進機器等整備」の場合

販売量

就労人員(日数)

再生可能エネルギーを活用した生産量

栽培農家数

備　考

全対策共通項目

Ⅰ　経営体育成対策

細目対策

１　農地所有適格法人育成促進

内容種目

事業主体等の原料使用割合が過半

実績報告項目

作付面積

販売額

生産量

売上割合

生産量

自動化・省力化(10a当たりの労働時間）

作付面積

導入機械･施設の作業拡大面積

売上割合

（１）農地所有適格法人経営発展支援 導入機械･施設の作業拡大面積

経営面積

作業受託面積

（２）農地所有適格法人設立支援

経営面積

食味・品質基準による区分集荷割合

出荷数量

生産数量

作付面積

10a当たり米生産費または60kg当たり米生産費

高付加価値販売割合

販売額

販売額

産米の１等級比率

Ⅱ　農林水産業の体質強化対策

１　「新潟米」体質強化促進

お米通信簿の測定農家割合

食味・品質基準による区分販売割合

導入機械･施設の利用面積

導入する機械・施設の利用計画

作業受託面積

販売額の向上

３　大豆・そば・麦生産促進

２　優良種子生産体制整備支援

農業環境規範の取組

単位面積当たり費用

生産量

頭数

堆肥生産量

２　新規就農者育成促進

５　畜産振興促進

品質

６　環境保全促進

（２）畜産環境美化支援

農業環境規範の取組

移植頭数

単収

産子数

採卵回数

牧場利用頭数

ＥＴ産子数

処理量

（１）水田土壌保全対策支援

生産量

４　園芸生産促進

10　再生可能エネルギー利活用促進

生産費

事業主体及び地域等の原材料供給量

搬入量

生産面積

再生可能エネルギーを活用した貯蔵量

その他

使用期間(日数)

販売額

導入機械の利用面積

生産戸数

散布量

散布面積

カドミウム含有米生産防止計画実施面積率

飼養衛生管理基準の達成

生産量

バイオマス利用量

コスト低減

７　加工・直売促進

８　林業振興促進

９　水産振興促進

10a当たり収量

品質

単収

面積（または頭数）

正種子合格率

出荷量

導入機械･施設の利用面積

効果測定項目

販売額

農業環境規範の取組

雇用予定人数

売上額

雇用予定人数

売上額

作業量(又は生産量)

販売額

単収

導入機械･施設の利用面積

生産量

①～⑦の達成率の算出は、次のとおりとす
る。
達成率＝｛（調査年度実績－事業計画作成
時の現状）／（目標－事業計画作成時の現
状）｝×100

「新潟米」体質強化促進、優

良種子生産体制整備支援、

大豆・そば・麦生産促進の、

「農業環境規範の取組」を除く

全ての項目の達成率の算出

は、次のとおりとする。

達成率＝｛（調査年度実績
－事業計画作成時の現状）／
（目標－事業計画作成時の現
状）｝×100

①～④の達成率の算出は、次のとおりとす
る。

達成率＝｛（調査年度実績－事業計画作成
時の現状）／（目標－事業計画作成時の現
状）｝×100

環境保全促進の、「農業環境規範の取組」を除く全

ての項目の達成率の算出は、次のとおりとする。

達成率＝｛（調査年度実績－事業計画作成時の現

状）／（目標－事業計画作成時の現状）｝×100

農地所有適格法人育成促進の、「導入機械・施設

の作業拡大面積」「作付面積」及び「経営面積」の達

成率の算出は、次のとおりとする。

【導入機械・施設の作業拡大面積】

達成率（％）＝調査年度の作業拡大面積／目標

年度の作業拡大面積×100

※作業拡大面積＝

当該年度の作付面積―現状年度の作付面積

【経営面積、作付面積】

達成率（％）＝調査年度の経営面積または作付面

積／目標年度の経営面積または作付面積×100

加工・直売促進の、全ての項目の達成率の算出は、次のとおりとする。

達成率＝｛（調査年度実績－事業計画作成時の現状）／（目標－事業計画作成時の現状）｝×100

「作業量（又は生産量）」 の達成率の算出は、次のとおりとする。

達成率＝｛（調査年度実績－事業計画作成時の現状）／（目標－事業計画作成時の現状）｝×100



判断項目
備　考細目対策 内容種目 実績報告項目

① ● ①達成率=(経営面積のうち不作付地面積+耕作放棄地面積)/(経営面積+耕作放棄地面積)

② ● ②箇所毎

③ ③計画に対応するような書き方で記載

① ● ①②：計画に記載した機械・施設の種類毎

② ●

③ ● 年度内に新規雇用を予定している場合

① ● ①達成率=(経営面積のうち不作付地面積+耕作放棄地面積)/(経営面積+耕作放棄地面積)

②

③

① ● ①「高付加価値作物等導入」の場合

② ● ②「高付加価値作物等導入」の場合

③ ●

④ ●

⑤ ●

⑥ ● ⑥組織の生産した特産品の販売額/特産品の販売額全体が50％以上

⑦ ●

⑧ ● ⑧「作物導入実験・特産品開発」の場合

⑨ ● 年度内に新規雇用を予定している場合

① ● ①「就業促進施設整備」の場合

② ● ②「就業促進施設整備」の場合

③ ● ③「就業促進施設整備」の場合

④ ● ④「定住環境整備」の場合　※箇所毎に月別利用実績を添付のこと

⑤ ● ⑤「定住環境整備」の場合　※箇所毎に月別利用実績を添付のこと

⑥ ● ⑥「定住環境整備」の場合　※箇所毎に月別利用実績を添付のこと

⑦ ● ⑦「若者定住住宅整備」の場合

⑧ ● ⑧「若者定住住宅整備」の場合

① ●

② ●

①

②

③

注１

① ● 年度内に新規雇用を予定している場合

② ● 達成率＝（調査年度の売上額－現状年度の売上額）／（目標年度の売上額－現状年度の売上額）×100

③

① ●

② ●

③ ●

④ ●

① ●

② ●

③ ●

④ ●

⑤ ●

① ● ①｢鳥獣被害対策｣の場合

② ● ②｢鳥獣被害対策｣の場合

③ ③｢鳥獣被害対策｣の場合

④ 販売量 ● ④｢鳥獣肉利活用｣の場合

⑤ 販売額 ● ⑤｢鳥獣肉利活用｣の場合

⑥ 捕獲量 ⑥｢鳥獣肉利活用｣の場合

①

② ●

③

④

⑤ ● 調製（混合飼料製造）に係る機械・施設の場合

⑥

① ●

② ● 作業受託を行う場合

③ ● 共同利用する場合

④ ● データの共有を行う場合

⑤ ● 事業目的が省力化の場合

⑥ ● 事業目的が生産性向上の場合

⑦

⑧

① ● 計画に記載した機器の種類毎

② ● 軽労化を目標とする場合

③ ● 省力化を目標とする場合

④

① ●

②

③

④

⑤ ●

① ●

① ● ①「省力的な雑草管理」の場合

※農家率＝法面保護植物の植栽に取り組んだ農家数/受益農家数×100

② ● ②「省力的な雑草管理」の場合

③ ● ③「省力的な雑草管理」の場合

④ ●

⑤ ● ⑤「土づくり・環境負荷軽減」の場合

⑥ ● ⑥「土づくり・環境負荷軽減」の場合

① 生乳生産量 ●

② 経産牛頭数

③

④

⑤

注１）　個別事業計画に記載の項目を達成率判断の項目とする。
※　判断項目欄の「●」記載は達成率判断の項目とする。
※　達成状況報告の「事業計画の実績」欄の「目標」及び「現状」については、各個別表（計画書）に記入した数値を記入する。

導入機械･施設の利用面積

７　環境保全型農業支援

８　酪農省力化機械の導入支援

６　省エネルギー対応条件整備支援

（１）省エネルギー対応農業生産条件整備支
援

燃油使用量、電気使用量又は肥料費の低減率

対象面積等

面積等あたりの燃油使用量、電気使用量又は肥料費

経営面積

（２）水産施設等省エネルギー対策整備支援 エネルギー使用量

労働時間短縮計画（搾乳関係機械装置）

労働時間短縮計画（飼料関係機械装置）

労働時間短縮計画（家畜飼養管理関係機械装置）

燃油使用量、電気使用量又は肥料費

法面保護植物の植栽に取り組んだ農家率

法面保護植物等による除草剤を使用しない雑草管理に
よる水田面積実施地区農業者の同意率

農業環境規範の取組

特別栽培農産物等の生産面積

５　スマート技術導入加速化支援

（１）みどり園芸スマート産地形成支援 導入機械の利用面積

導入機械による作業受託面積

導入機械の利用人数

機械により取得したデータの利用者数

単位面積当たり労働時間

単収

出荷量

販売額

（２）中山間地域スマート技術導入支援 導入機器等の利用面積

導入機器工程における身体作業強度

導入機器工程における単位面積当たり労働時間

事業実施区域における耕作面積

１　ふれあい・グリーン・ツーリズム
　促進

遊休農地割合

利用回数

販売額の組織内供給率

就労者数

販売額

規模・処理量

受益戸数

３　定住促進

（２）地域資源活用支援

雇用予定人数

高付加価値作物等生産額

計画達成状況

（２） 地域農林業生産体制整備支援 対象面積

（１）小規模基盤整備支援

Ⅲ　中山間地域活性化対策

（１）多面的機能増進活動支援

１　継続的農林業生産体制整備促進

③～⑦「地域特産品生産・加工・貯蔵・販売施設等整備」、「地域特産品流通・販売促
進」及び「インショップ等開設」の場合、計画に適した項目を全て選択

整備または受益に係る作付面積

遊休農地割合

整備活用状況

目標到達状況

注１

利用人数

雇用予定人数

高付加価値作物等導入面積・規模

貯蔵量

使用期間

就労者数のうち新規人数

生産量

導入機械・施設利用面積

利用人数

若者優先入居戸数

利用人数

現状戸数

利用人数

雇用予定人数

その他

利用戸数

利用回数

生産量

売上金額拡大割合

３　鳥獣被害対策利活用促進 対策ほ場における鳥獣被害量

対策ほ場における鳥獣被害金額

売上額

２　多様な米づくり推進総合支援

飼料作物作付面積

飼料作物栽培・収穫・調製作業面積

飼料作物生産量

家畜ふん堆肥散布面積

加工・輸出・米粉用米の作業受託面積

延べ作業面積

延べ作業面積

60kg当たり米生産費

加工・輸出・米粉用米の作業面積

４　みどりの飼料作物水田活用支援

（２）非主食用米作業受託体制整備支援

60kg当たり米生産費

対策ほ場における生産量

（１）非主食用米多収穫・コスト低減推進支
援

１　多角化・複合化経営発展支援

Ⅳ　農山漁村活性化対策

加工・輸出・米粉用米の作業面積

２　森林総合利用促進

３　漁村環境整備促進

２　地域資源型ビジネス促進

Ⅴ　特　認

混合飼料生産量

県内畜産農家への飼料供給目標

導入機械・施設利用面積

①～⑥の達成率の算出は、次のと

おりとする。

達成率＝｛（調査年度実績－事業

計画作成時の現状）／（目標－事

業計画作成時の現状）｝×100

多様な米づくり推進総合支援の、

全ての項目の達成率の算出は、

次のとおりとする。

達成率＝｛（調査年度実績－事

業計画作成時の現状）／（目標－

事業計画作成時の現状）｝×100

「対象面積」の達成率の算出は、次のとおりとする。
達成率（％）＝調査年度の対象面積／目標年度の
対象面積×100

「使用人数」 の達成率の算出は、次のとおりとする。

達成率＝｛（調査年度実績－事業計画作成時の現状）／（目標－事業計画作成時の現状）｝×100

①～⑥の達成率の算出は、次のと

おりとする。

達成率＝｛（調査年度実績－事業

計画作成時の現状）／（目標－事

業計画作成時の現状）｝×100

※低減率＝（1-調査年度実績/事業計画作成時の現状）×100

①達成率＝調査年度実績/事業計画作成時の目標

②、③、④達成率＝｛（調査年度実績－事業計画作成時の現状）／（目標－事業計画作成時の現状）｝

達成率＝｛（調査年度実績－事業計画作成時の現状）／（目標－事業計画作成時の現状）｝×100

「機器利用面積」の達成率の算出は、次のとおりとする。
達成率（％）＝調査年度の利用面積／目標年度の利用面積×100
「身体作業強度」は、令和３年４月20日付け基発0420第３号厚生労
働省労働基準局長通知の「職場における熱中症予防基本対策要
綱」表１－１に掲げる「身体作業強度の例」と照らして判断すること。


